
○ 外 国 債 等 の 発 行 者 の 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号）

改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第一号様式 第一号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券通知書 【提出書類】 有価証券通知書

（略） （略）

第１【募集債券に関する基本事項】⑷ 第１【募集債券に関する基本事項】⑷

１【募集要項】 １【募集要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】⑺ ⒀【登録機関】⑺

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

第２【売出債券に関する基本事項】⒀ 第２【売出債券に関する基本事項】⒀

１【売出要項】 １【売出要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

第３ （略） 第３ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

⑴ 一般的事項 ⑴ 一般的事項

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ この様式中「募集債券」、「債券」、「券面金額」及び「売出債券」は、振替外債（社債 （新設）

等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）第１２７条において準用する同法第６６

条（第１号を除く。）に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利を

いい、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第２２０条第１項

に規定する外国投資法人の発行する投資法人債券に類する証券及び法第２条第１項第３号の

２に掲げるものの性質を有する有価証券に表示されるべき権利を除く。以下この様式及び第

○号様式において同じ。）に係るものを含むものとする。また、振替外債については、記名

・無記名の別の記載を要しない。

⑵～⑹ （略） ⑵～⑹ （略）

⑺ 振替機関・登録機関 ⑺ 登録機関

振替機関又は登録機関を定めている場合には、当該振替機関又は登録機関の別並びにその名 登録機関を定めている場合には、当該登録機関の名称及び住所を記載すること。

称及び住所を記載すること。

⑻～⒃ （略） ⑻～⒃ （略）

－１－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第二号様式 第二号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

第一部【証券情報】 第一部【証券情報】

第１【募集債券に関する基本事項】⑹ 第１【募集債券に関する基本事項】⑹

１ （略） １ （略）

２【募集要項】 ２【募集要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】⑽ ⒀【登録機関】⑽

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

３～12 （略） ３～12 （略）

第２【売出債券に関する基本事項】(22) 第２【売出債券に関する基本事項】(22)

１【売出要項】 １【売出要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

２～11 （略） ２～11 （略）

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

⑴一般的事項 ⑴ 一般的事項

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ この様式中「募集債券」、「債券」、「券面総額」及び「売出債券」は、振替外債に係る （新設）

ものを含むものとする。また、振替外債については、記名・無記名の別の記載を要しない。

⑵～⑼ （略） ⑵～⑼ （略）

⑽ 振替機関・登録機関 ⑽ 登録機関

振替機関又は登録機関を定めている場合には、当該振替機関又は登録機関の別並びにその名称 登録機関を定めている場合には、当該登録機関の名称及び住所を記載すること。

及び住所を記載すること。

⑾～(47) （略） ⑾～(47) （略）

－２－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第二号の二様式 第二号の二様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

第一部【証券情報】 第一部【証券情報】

第１【募集債券に関する基本事項】 第１【募集債券に関する基本事項】

１ （略） １ （略）

２【募集要項】 ２【募集要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

３～12 （略） ３～12 （略）

第２【売出債券に関する基本事項】 第２【売出債券に関する基本事項】

１【売出要項】 １【売出要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

２～11 （略） ２～11 （略）

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－３－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第二号の三様式 第二号の三様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

第一部【証券情報】 第一部【証券情報】

第１【募集債券に関する基本事項】 第１【募集債券に関する基本事項】

１ （略） １ （略）

２【募集要項】 ２【募集要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

３～12 （略） ３～12 （略）

第２【売出債券に関する基本事項】 第２【売出債券に関する基本事項】

１【売出要項】 １【売出要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

２～11 （略） ２～11 （略）

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－４－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第三号様式 第三号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

⑴ 一般的事項 ⑴ 一般的事項

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ この様式中「募集（売出）債券」、「債券」及び「券面総額」は、振替外債に係るものを （新設）

含むものとする。

⑵～(23) （略） ⑵～(23) （略）

－５－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第四号様式 第四号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

第１ （略） 第１ （略）

第２【上場債券等に関する基本事項】 第２【上場債券等に関する基本事項】

１ （略） １ （略）

２【上場債券の要項】 ２【上場債券等の要項】

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略）

⑻【振替機関・登録機関】 ⑻【登録機関】

３～12 （略） ３～12 （略）

第３・第４ （略） 第３・第４ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－６－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第五号様式 第五号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 半期報告書 【提出書類】 半期報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

⑴ 一般的事項 ⑴ 一般的事項

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ この様式中「募集（売出）債券」、「債券」及び「券面総額」は、振替外債に係るものを （新設）

含むものとする。

⑸～⑽ （略） ⑸～⑽ （略）

－７－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第六号様式 第六号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 発行登録書 【提出書類】 発行登録書

（略） （略）

【発行予定期間】⑵ （略） 【発行予定期間】⑴ （略）

【発行予定額】⑶ （略） 【発行予定額】⑵ （略）

【縦覧に供する場所】⑷ （略） 【縦覧に供する場所】⑶ （略）

第一部【証券情報】⑸ 第一部【証券情報】⑷

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

⑴ この様式中「債券」は、振替外債に係るものを含むものとする。 （新設）

⑵～⑹ （略） ⑴～⑸ （略）

－８－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第九号様式 第九号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 発行登録追補書類 【提出書類】 発行登録追補書類

（略） （略）

第一部【証券情報】 第一部【証券情報】

第１【募集債券に関する基本事項】 第１【募集債券に関する基本事項】

１ （略） １ （略）

２【募集要項】 ２【募集要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

３～12 （略） ３～12 （略）

第２【売出債券に関する基本事項】 第２【売出債券に関する基本事項】

１【売出要項】 １【売出要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

２～11 （略） ２～11 （略）

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

第二部 （略） 第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－９－



改 正 案 現 行

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

第十号様式 第十号様式

【表紙】 【表紙】

（略） （略）

【提出書類】 発行登録通知書 【提出書類】 発行登録通知書

（略） （略）

第１【募集債券に関する基本事項】 第１【募集債券に関する基本事項】

１【募集要項】 １【募集要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂（略）

２～５ （略） ２～５ （略）

第２【売出債券に関する基本事項】⒁ 第２【売出債券に関する基本事項】⒀

１【売出要項】 １【売出要項】

⑴～⑿ （略） ⑴～⑿ （略）

⒀【振替機関・登録機関】 ⒀【登録機関】

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

第３ （略） 第３ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

⑴ この様式中「募集（売出）債券」、「債券」及び「券面金額」は、振替外債に係るものを含 （新設）

むものとする。

⑵～⒀ ⑴～⑿ （略）

－１０－


